
事由コード７  エッコロ託児ケア保障  
・加入者本人の組合員活動を支えるための集団託児ケアに対しての保障 
〈保障内容〉子供一人につき１回６００円。 
〈補足〉  託児の対象者は、小学６年生までです。 

(エッコロ講座、エッコロ広場、各委員会主催イベント時など) 
集団託児ケアは、エッコロ託児グループによって活動しています。 
エッコロ加入者が対象です。 
主催者は１か月前までにエッコロ託児グループに 
日時、場所、託児予定人数を事前申し込みすること。 
また、１０日前までに主催者がまとめて依頼者を記入し 
 エッコロ託児グループに申請書を提出すること。 
 

申請書は別紙。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



事由コード７  エッコロ託児ケア保障 【別紙】 
《申請書》 
利用申し込み                         記入日    年    月   日  

主催団体名 託児責任者 電話番号 
企画名称 会場名 託児予定数 
日時  年   月   日（  ）  ：  ～  ： 託児時間   ：   ～   ： 

依頼者欄 
 組合員 NO. 組合員名(保護者) 電話番号 子供の名前 年齢 出欠  備考 事務局記入欄 
１          
２          

３          
４          
５          
６          
７          
８          
９          
10          
ケア者欄 (エッコロ託児グループ記入)ケア者の交通費は現地で主催者からお支払いください。 
  組合員 NO. 組合員名(ケア者) 電話番号 交通費 受領印 ケア時間(or キャンセル) 
１        
２       

３       
４       
５       
  [キャンセル]：当日キャンセルでケア者が託児を行わず、会場で待機していた場合はキャンセル料として 
         ６００円が支払われます。 
組合員外依頼者欄  組合員外の託児は主催者負担です。現地でケア者に直接お支払いください。 
 依頼者(保護者). 子供の名前 年齢 出欠 備考 ケア者名  ケア金 交通費 受領印 
１          
２          

３          
４          
５          
  《当日確認欄》上記を確認しました。  主催者サイン               
＊ケア者交通費、組合員外の託児は主催者負担です。現地でケア者に直接お支払いください。 
＊エッコロ託児グループは事由発生から原則として６０日以内にエッコロ共済事務局へ提出してください。 
 
 〈事務局記入欄〉受付日   年   月   日 受付番号      処理日   月   日 


